
お花見特集×インフルエンサーマッチングサービス 

ディスカウントキャンペーン特約 

 

1. 適用条件 

お花見特集×インフルエンサーマッチングサービス ディスカウントキャンペーン

（以下「本キャンペーン」といいます）特約は、以下の条件をすべて満たす者（以下

「対象契約者」といいます）に適用されます。 

 

対象エリア   ：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県  

キャンペーン期間：2026 年 1 月 20 日から 2026 年 3 月 18 日まで  

対象商品    ：キャンペーン期間中に以下の商品を契約すること 

（期間内に追加契約することを含みます） 

(1) お花見特集 1 カ月又はお花見特集 2 カ月 

(2) インフルエンサーマッチングサービス 

 

※「お花見特集」を既に利用中の契約者が、キャンペーン期間中に「インフルエンサ

ーマッチングサービス」を追加契約する場合は、本キャンペーンの対象外となりま

す。 

 

2. 本キャンペーン特典内容 

① 利用料金ディスカウント 

ご請求金額より月額 10,000 円（税抜）の値引きをいたします。 

最大値引き期間：2 ヶ月間（2026 年 3 月及び 4 月の掲載分として） 

 

※実際の掲載月と値引き適用月が異なりますのでご注意ください。 

※「お花見特集」による特集が掲載され、かつ「インフルエンサーマッチングサービ

ス」の利用可能となった月が値引きの対象となります。いずれかの商品のみ掲載又

は利用開始がされている場合、当該月は値引きの対象外となります。 

※掲出判定期間（2026 年 3 月・4 月）の途中で、いずれかの商品を解約された場合、

本キャンペーンによる値引きは一切適用されません。 

※値引き適用期間（2026 年 5 月・6 月）の途中で「インフルエンサーマッチングサー

ビス」を解約された場合、解約月以降の値引きは適用されません。 

※対象契約者の責に帰すべき事由により 2026 年 3 月までに両商品若しくはいずれか

の商品の掲載又は利用開始ができなかった場合、本キャンペーンによる値引きは一

切適用されません。 

 

以上 

 

制定日：2026 年 1 月 20 日 


